


 

１. 基本方針 

 

 摂津市水道事業は、供給する水が給水栓において水道水質基準に適合していることを遵 

守するため、定期に行う水質検査について水質検査計画を策定し、計画的に水質の検査を

実施いたします。  

 また、臨時に行う水質検査についても、計画書において、行う際の要件について明らか

にいたします。 

 なお、水質管理目標設定項目の農薬類、要検討項目のダイオキシン類、その他の項目と

してクリプトスポリジウム等の検査についても、必要に応じて検査を実施します。 

 水質検査計画には、水道法施行規則第15条第7号に定めるところにより、水道事業者 

が行う定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数 

及びその理由を記載します。 

 水道法第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容に 

ついては、受託する検査機関、委託する項目、検査方法、精度管理方法及び委託の理由 

等について記載します。 

 水質検査計画による測定結果については、評価の上、需要者に対して公表します。 
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図-1 自己水・受水の水系区域及び浄水場・送水所・水質モニターの位置図 
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